
発信日：令和３年（2021年）８月10日（火）

つくば市記者会 御中

□取材依頼 □周知依頼 □募集告知 ■その他

発信元：つくば市 福祉部 社会福祉課

全１枚

令和２年度に委託契約を締結した「つくば市地域福祉計画（第４期）策定支援業
務委託料」について、委託事業所からの問い合せにより、委託料を支払っていな
かったことが判明しました。

令和２年度業務委託料の未払いについて

【発覚日】
令和３年８月６日（金）

【未払い額】
委託料 495,000円

【原因】
・委託契約締結後に行う事務処理を失念していた。
・予算の執行管理の確認が不十分であり、未払いであることを確認できなかった。

【対応】
委託事業所に謝罪し、速やかに委託料を支払います。

【再発防止策】
委託契約締結後の事務処理を徹底し、予算の執行管理を複数の職員で確認するな

ど、再発防止に努めます。


